中津川市社会福祉協議会　福祉ボランティア団体立ち上げにかかる助成金交付要綱
（目的）

第1条 福祉に関するボランティア活動を行うグループ・団体が、主体的に地域活動へ参加することを促進するため、組織の立上げにかかる準備費用などについて助成金の交付を行う。

（助成対象）
第２条　助成の対象は、次の要件をすべて満たしているボランティアグループ・団体とする。

（１）中津川市内において継続的に福祉に関するボランティア活動をしたいグループ・団体であり、組織の立上げ後、中津川市社会福祉協議会の登録ボランティア団体として活動を行うこと。
（２）グループ・団体の構成人数が３人以上であること。
（３）その他、中津川市社会福祉協議会会長が認めたグループ・団体。
（助成対象経費）

第３条　助成の対象となる経費は、次のとおりとする。　　　　　　　　　　　　　　　
（１）グループ・団体の活動を立上げるための学習及び研修に直接かかる経費。
（２）グループ・団体の活動に必要な物品購入に要する経費。
（３）その他、中津川市社会福祉協議会会長が必要と認めた経費。
（助成金額）

第４条　助成金の交付金額は、１０，０００円を限度とし、交付は１グループ・団体につき１回のみとする。
第５条　助成金の交付を受けようとするグループ・団体はその期日までに助成申請書（様式１）を提出するものとする。申請書が提出された後、中津川市社会福祉協議会は審査を行い、助成金の交付を決定し、交付決定書（様式4）を通知するものとする。

（助成金の交付）

第６条　会長は、前条の交付決定を受けたグループ・団体に対し、助成金を交付するものとする。

２　助成金の交付を受けたものは、速やかに助成金請求書（様式２）を提出するものとする。

３　ボランティア団体立上げのための事業実施が完了したら、2か月以内に助成金報告書（様式３）を提出するものとする。 　 
４　虚偽または不正な手段によって助成金の交付を受けたグループ・団体は助成金の全部または一部を返還させるものとする。

（会計年度）

第７条　この事業の会計年度は、４月１日から翌年の３月３１日までとする。

（その他）

第８条　この要綱に定めない事項で必要が生じたときは、別に中津川市社会福祉協議会長が定める。

附 則

この要綱は、令和４年4月１日より施行する。

